
財政健全化計画各項目（具体化への取組み状況）

（1）第三セクター等改革推進債の活用 実施済み

（2）遊休財産の処分 ため池について、各改良区へ協力を依頼・意向等調査予定

（3）出資法人の基本財産の回収 両財団へ協議中

（4）使用料等の徴収事務の見直し 保育料・住宅家賃使用料について徴収の取組みを強化

（5）使用料手数料等の見直し ローリングにより使用料・手数料の見直しに向け検討中

（6）ふるさと応援寄附金制度の取組拡充 支援依頼の推進

（7）人件費の抑制

・定員削減（非常勤嘱託員等の活用など）では、定員適正化
　5年計画策定のためヒアリングを実施中
・給与等の減額・適正化では、市長、副市長、教育長、病院
　事業管理者及び管理職の給与減額、実質ワタリの廃止、
　住居手当の適正化（国基準へ）を実施。現給保障制度の見
  直し、特殊勤務手当の適正化は実施に向け検討中

※市議会議員の定数削減、報酬減額が実施された

（8）公共施設の統廃合等の推進
人権文化センター、青尐年会館、老人福祉施設等の統廃合
について検討中、学校施設については教育委員会へ検討を
依頼、小学校の適正規模等についての審議会設置を予定

（9）指定管理者制度、業務委託化の推進 社会教育施設指定管理者制度導入等の効果額の精査中

（10）投資的経費の見直し
H22年度当初予算で計画に位置付けた継続事業を中心に、
新規事業は学校耐震化など緊急性の高いものを厳選

（11）下水道事業会計への繰出金の削減 実施済み

（12）その他事務事業の見直し 事務事業の見直しを実施（H22当初予算で5千万円削減）

（13）地方債償還方法の見直し
宅造三セク債は30年償還確定、文化センター分借換について
は要望中、病院三セク債も30年償還を要望中

（14）繰上償還等による公債費負担の軽減 府貸付金の繰上償還を検討中

（15）国・府の支援

公的資金の充当は、宅造三セク債が政府資金確定、病院三
セク債も政府資金を要望中。臨時財政対策債制度等の見直
しによりH22年度から普通交付税が交付（646百万円）、他の
項目は要望中
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